
このようなお悩みはございませんか？
求人のお申し込み時は、求人票の内容の確認にお時間をいただくた
め、きめ細かなご説明がなかなか難しいところです

そこで、ハローワーク出水の求人担当が事業所を訪問して
お悩みに特化した説明・相談を時間をかけて行います
※ご利用に際して、事前にお申し込みが必要です（申込方法は裏面にて）

求人事業主（人事担当者）の皆さまへ

●求人を出しているが、応募者が少ない
●求人票の効果的な記載方法について、アドバイスが欲しい
●賃金の相場は？募集している職種を希望している求職者はどの程度いる？
●助成金制度について詳しく知りたい

～専門の支援員が事業所を訪問してサポートします～

＜ＰＯＩＮＴ＞

＊担当者が訪問するので、ハローワークへの来所不要

求人申し込みはマイページを活用、相談もしたいがハローワークへ行く時間が
ないという担当者様には訪問サポートがおすすめ
ご都合のよい日時に担当者が訪問いたしますので、移動・待ち時間を気にせず
ご相談いただけます。お電話でのご相談よりも、きめ細かなご説明が可能です

＊事前申込制で、相談内容をあらかじめお伺いするため、
ご希望に沿ったご提案や情報提供が可能

お申し込み時に、ご相談したい内容をお申し出ください。事前に相談内容を
担当者が把握しておくことで、ご希望に沿ったご提案や関連資料を準備して
訪問いたしますので、より的確なサポートが可能です。



ご利用条件（全て満たしていることが必要です）

＊ハローワーク出水に求人申込をしていること
＊申込日現在、有効中の求人が１件以上あること
＊ハローワーク出水の担当者が、貴事業所を訪問することが可能
であること

＊訪問可能な時間帯は１３：３０～１６：００となりますので、
その間で時間調整していただくこと

令和７年６月 ハローワーク出水

【お問い合わせ先】

ハローワーク出水 職業紹介第２部門 電話：0996－62－0685

お申し込み方法（事前申込制）

①下記URLまたは二次元コードからお申し込みください。

URL：https://jsite.mhlw.go.jp/form/pub/roudou46/houmon4609

※ご希望の訪問日やご相談希望内容等の確認がございます

②訪問する日時を調整するため、担当者からご連絡いたします

③お約束の日時に、担当者が事業所を訪問いたします

【ご相談内容：例】

・求人票の効果的な記載や表現を知りたい
・募集職種の同業他社の状況が知りたい
・求人者マイページの使用方法を詳しく知りたい
・雇用関係助成金の概要、活用できる制度を知りたい
・障害者雇用を積極的に進めたい
・高齢者雇用を積極的に進めたい
・外国人雇用の制度について知りたい
・選考方法（面接・書類選考・筆記試験等）について相談したい など

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください


